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市町村内部の財政資金の地域構造

区別財源制度を中心に

細見彩子

Abstract: The purpose of this study is to clarify the finance structure on merger local govern-

ment. The study consists of four sections. 

In section 1, I survey economic geography and finance on merger local government 

Through the preparatory surveys, merger local government aimed at well facilitated finance and 

etc.. I choice to Kitakyushu City for positive area. The reasons is Kitakyushu City had 
"Kubetsu Zaigen Seido" from 1963 to 1968. "Kubetsu Zaigen Seido" means "Divided Finance 
System". 

In section 2, I consider the system about structure and problems. The system had four 

problems. Particulary, a problem is what the system had dual pubilc administration 

In section 3, I consider revenue and expenditure on 1963 with factor analysis and differen-

tial finance money within local govenment. I extract 5 factor from the budget. (table4) 

I calcutate factor score on wards. (fig. 4) And clarify the noteble finace structure features of 
wards. 

1 はじめに

我が国の地方公共団体は都道府県・市町村の 2階層 7種

類からなっており， 1993年現在の都道府県数は 1都 1道2

府43県，市町村数は663市1991町581村である。地方公共団

体は「住民の福祉の増進に努める」と地方自治法第二条十

三項で定められ，地方行政の原則とされている。地方行政

の資金となるのは，各地方公共団体の財政である。財政資

金の空間構造を論じたものには都道府県単位のものが多

ぃ(I)が，市町村単位で論じたものは僅かである叫

地）j財政学では，市町村単位での財政資金の動向に関す

る詳細な研究は数多いが，市町村域内部における財政資金

の不均等な配分には触れたものは寡聞にして聞かない。経

済地理学では「地域」を考察するとき，主に経済的な側面

からの「地域」，「地帯」，「経済圏」を考察する事が中心と

なっている。つまり，産業や，地域経済への影響を重視し

ており，市町村という 単位は単に行政上，統計上の区分 と

考えられ，経済圏とは異なった単位になるので看過されて

きたといえる。市町村は単{)行政単位として見られてき

たが， ミクロな視点からすると地域的差違が見られ，単一

であるとiii純にくくることはできない。

従来， •行政単位として見られてきたrli を事例として ，

地）j財政の視点から市域内部の地域構造を捉える ことが本

稿の II的である。研究対象地域として北九州市を設定し，

時期は1964年度とした。その理由は次の二点である。

第一は北九州市が「区別財源割当制度」という歳入歳出

を区毎に区別した制度を導入していたことである。但し，

区毎に完全に独立した会計を持っていたわけではなく，詳

細は後述する。 一般的に市町村が区毎に歳入，歳出を記録

することはなく，北九州市も合併時の暫定的な措罹として

導入したにすぎない。我が国では東京二十三区に区毎に歳

入歳出を区分している例があるが，これはそれぞれの区が

独立した議会を持ち，先の例には当たらない。先述の制度

以外には地域的な区分から市内部の財政の歳人歳出を記録

している例はなく，本制度施行時の財政配分を詳細に検討

することによ って市町村内部の財政資金の地域構造が明ら

かにすることができる。

第二は北九州市発足後は，住民数が増加し政令指定都市

に昇格したことである。政令指定都市とは地）j自治法第二

百五十二条十九の規定により指定人口50)j人以上の市を指

す。この政令で指定 された都市は同法で定め られた十六項

日の事務及び国・道府県の管理等の事務が移譲される。北

九州市は， 1963年 1月28日政令第10号の指定を受け，同年

4月 1Hに神戸市に続き，全国で第六番目の政令指定都市

として発足した。1996年現在，この指定を受けているのは，

札幌市，仙台市，千策市，川埼市，横浜市，名古屋市，京

都市，大阪市，神戸市，広島市，北九州市，福岡市の12都

市である。これらの都市は通常の都市と比餃すると行財政
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の規模，機能ともに大きく，研究対象に適している。

以上の理由から北九州市を研究対象地域に設定し，市域

内部の財政資金の地域構造を明らかにする。北九州市全図

は図 1に示す。

本稿の分析データには1964年度予算を使用した。 1964年

度予算を使用した理由は， 1963年度から1968年度まで当制

度は施行されたが， 1963年度は年度途中に市制制度が変更

されたため，会計期間が短く，他年度と比較することが出

来ない。また， 1965年以降は当制度による区別財源制度の

予算及び決算資料は歳入歳出に欠損箇所がある資料しか現

存しておらず，考察することが出来ないため，分析年度は39

年度とする。

2 区別財現制度とその経緯

分析を始める前に，当時の北九州市を概観するために基

本構想を考察する。なお，本稿中では1964年以降は門司区，

小倉区， 戸畑区，八幡区，若松区を用いるが， 1963年以前

の事項について言及するときは，同名の旧五市を使用する。

北九州市は1963年に旧五市の対等合併によ って発足し

た。市の基本構想である「北九州長期総合計画」は「北九

州建設計画」とともに二本立てで策定されることとなった。

「北九州建設計画」はマスタープランヘの移行を前提につ

くられ，「北九州長期総合計画」の策定，実施によっと発

展的解消を遂げることになる。同年，「北九州建設計画」

は，次の五項目に関して策定された。第一に新市建設の基

本方針，第二に新市建設の根幹となるべき事業に関する事

項，第三に公共的施設の統合整備に関する事項，第四に新

市の財政計画，第五に合併に際して必要な経過措置に関す

る事項についてである。「北九州建設計画」は合併協議が

中心課題であり，新市に対する長期的展望に立った都市建

設に向けて策定されたわけではない。それは合併協議と併

せて長期的な大都市建設計画を策定することは必ずしも良

好な結果をうむとは考えられないこと，長期的計画には政

治的な配慮をなるべく入れずに純粋に学識経験者によって

策定されることが望ましい等の意見があったからである。
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図 1 北九州市全図

北九州市企画局調整部統計課編 『北九州市長期時系列統計書』北九州市企画局調整部統計書， 1994, 見開きより作成

12 



市町村内部の財政資金の地域構造

1962年2月6日に以下の方針の下に北九州市発足の協議

を進めることが北九州市五市合併促進協議会において決定

された。

1. 合併は，五市住民の福祉を基調とし，その福祉は地

域的にまた，各業態を通じて，相互に均衡を保って

増進し， しかも新市住民の調和が保たれるよう，配

慮しなければならない。

2. 合併にあたっては，市民生活上重大かつ急激な変化

または影響を及ぼすことがないよう，行財政上必要

な措置をしなければならない。

3. 合併の動態は，五市がそれぞれ対等の立場に立った

いわゆる合体合併とし，各市が有する財産，営造物

ならびに債権，債務およびその他の権利義務はすべ

て新市が引き継ぐものとする。

4. 五市は，その市政の執行にあたっては合併協議に支

障をきたさないよう配慮し，合併を前提とした不当

な財産処分および行財政措置がなされないよう留意

しなければならない。

5. 新市の都市建設計画は，地域がもつ特性を生かし，

多核都市として北九州全般の生産性の向上を図り，

市民の所得，生活及び文化の水準を高めるための産

業基盤の整備と，生活環境の改善をその策定の基本

とし，西日本の中心たるにふさわしい健康で文化的

な近代的総合都市建設を図るものとする。

6. 五市の合併協議及び都市建設計画の策定にあたって

は大乗的見地に立って信義と誠実を旨とし，相互に

互譲の精神をもって問題の処理にあたらなければな

らない。

上記のような合併の対する措猶は北九州市のみがとって

いるわけではない。市町村が合併を行う際には関係市町村

の急激な行政，財政の変化を緩和するために様々な措置が

取られるのが通常である。北九州市の場合，特に大規模な

合併であったため，新市を運営する際の措置として「区別

財源割当制度」，別名「タッチゾーン」という制度が合併

の日の属する年度つまり 1963年度とそれに続く 4ヶ年度間

に限って導入された。

2.1 区別財源割当制度の経緯とその構造

合併によって「市民生活上爪大かつ急激な変化または影

響」が出ることを防ぐために「財政上必要な措置」をとる

ように，前述した合併・基本方針の第二項に述べられている。

このことは五市相互の間に行政上，財政上の様々な格差が

存在した事に起因する。例えば八幡製鐵所（現新日本製鐵）

を枝光地区にもつ旧八幡市や同じく八幡製鐵所の戸畑工場

をもつ旧戸畑市と，石炭産業の斜陽化に伴って石炭積出港

の重要性が低下しつつある旧若松市や，大陸貿易の中止に

伴い港湾都市としての意味を失った18門司市を比較した場

合，手数料，使用料，各種負担金，ならびに公共施設，公

共事業等への投資額にその格差が顕著にみられた。今まで

高水準の行政サービスを享受してきた住民は，合併によ っ

て行政水準が低下することを危惧したのである。

旧五市における市道の整備状況は大きく異なってた。例

えば，旧五市の道路改良率は，旧小倉市の10.0％や旧若松

市の15.4％のように差がみられ，中でも旧戸畑区における

49.7％という道路改良率は他の旧市を大きく引き離してい

る。また，使用料・手数料の差も旧市によ って異なってい

た。例えば，国民健康保険条例を見た場合，旧門司市，旧

小倉市は課税制度額がそれぞれ， 4万円であったのに対し

て，旧若松市，旧八幡市，旧戸畑市は 3万円であった3。

また，市役所等で証明書を発行する場合の手数料も異なっ

ていた。例えば，租税その他公課に関する証明や営業に関

する証明，建物に関する証明が必要な場合，旧門司市，旧

八幡市，旧戸畑市の手数料が40円であったのに対して旧小

倉市は45円，旧若松市にいたっては50円を支払う必要があ

った叫様々な点で，差が見られたので，これを統一する

ことは困難であった。

2.2 区別財源制度導入

北九州市発足の際に，最も問題となったのは財政力の格

差であった。その為，北九州合併当時には「区別財源割当

制度」という特殊な資源配分制度が導入された。北九州市

が行った合併が大規模であったとはいえ，五ヶ年もの長期

の期間にわたって歳入，歳出を区毎に分割したのは異例で

ある。

財政力の格差ひいては行政水準の格差の存在が「区別財

源割当制度」の導入につながったことは明らかである。旧

五市には合併以前から新日本製鐵をはじめとする大企業が

数多く立地していた。表 1中の法人は法人市民税叫固定

資産税(6)その他の税の納税合計額の上位10企業である。こ

れらは広大な用地を必要とする産業の企業であり，多額の

固定資産税を納めている。

北九州市では1964年度に1,232,306千円の法人市民税収

があったが，表 1に示されている10法人が納付した法人市

民税はそのなかの570,091千円である。この額は法人市民

税のほぼ半分の46％に相当する。表 1に示されてる企業は

すべて資本金が10億円を大きく上回る大企業である。北九

州市の財政は大企業に非常に大きく依存していたといえ

る。法人は事務所又は事業所が立地している市に市民税を

納人するため，勤務する労働者も考慮すると合併以前は市

によ って税収におおきな差が生じていた。

そのため，区別財源制度には以下のような定められていた。

1. 経過措置期間は合併の日の属する年度及びこれに続
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く4ヶ年度間とする。

2. 市税，使用料，手数料，繰越金，競輪，競艇の収入

等，及び当該区より 生ずる自主財源の見込額を当該

年度の区の財源割当額 とすることを原則 とする。

3. 公営企業，国県道，港湾整備，結核療養所等に関す

る経費，委譲事務の事業費は前項以外の財源（以下，

新財源）をもって充てる。

4. 人件費については，第二項の財源の中から，合併の

日の前日における各市の人件費総額に相当する額を

もって充当するほか，県から引き継ぐ職員及び増員

による新規採用職員については新財源を持って充てる。

5. 自主財源を持って，その区の義務的経費及び投資的

事業費（根幹となるべき事業費を含む）の支出財源

が不足する区に対して，新財源から調整する。

6. 新財源に不足が生ずる場合は，当該年度の第二項の

財源割当て額に一定の率を乗じた額を区の割当て額

から控除する。控除の額は従来，旧市が支出してい

たもののうち，新財源で充当された額を限度とする

ことを原則とする。

7. 災害その他不足の事由に よる特別の財政需要につい

ては，新財源を持って充てる。

経過措置の期間中はできる限り各ドの行政水準を落とさ

ずに，暫時新市の一体化を図るものとされた。合併以前に

は戸畑市は黒字財政を維持していたが，他の市は赤字財政

に悩まされていた。 また，例えば給与水準7)にも格差が存

在した。上記のように比較的高水準な財政運営を保ってい

た旧市は行政サービスの水準の低下を恐れ，その結果合併

の際に「区別財源割当制度」の導入をはかることによって

それを回避しようとしたのである。

この「区別財源制度」は以下のような問題点を抱えてい

た。第一に行政水準の格差が温存される。第二に旧五市及

び新市という五区， ―市に財政が分割される。第＿さに区別

の行政と新市との行政の二重行政が行われる。第四に職員

給与は各区が負担するため，市職員の人的交流が非弾力的

になりがちである。第四の点に関しては財源区別割当制度

の解消後，大幅な人事異動を行い解消に努めた。第一と第

二の点は前章の都市の基本計画の考察を裏付ける結果とな

っている。北九州市の初期の段階の 「北九州市長期総合計

画」における都市の基本計圃の指針は「均衡ある発展」で

あった。この指針のために，ある一地域を重点的に開発す

る可能性が内在する財政制度を導人，運営することは出来

なかったのである。

3 財政資金の空間構造

本章では，区別財源制度について関連して考察し，市域

内部の財政の空間構造を考察する。分析手法として主成分

分析を用いる。また，歳入及び歳出ともに，予算または決

算に用いられる款の下位区分である項を使用 した。款項の

関係は表 2で示す。歳出の科日は，日的別分類を使用する。

目的別分類は，経費全体を行政目的に従って区分する分類

方法であり，地方公共団体の議会の議決及び認定の対象と

なるものである。従って，行政分野毎の施策の水準，規模

を測定するために使）Ilすることは妥当である 18)。分析デー

タの値は，金額を各区の人口で除したものである。本庁の

金額に対しては各区の合計値つまり市域の人口で除した。

3.1 分析

3.1.1 方法

分析は以下の四段階を経て行った。

第一に，総ての変数つまり歳人及び歳出の各区簡に金額

の相関係数を算出する。これにより，関連する統計量から，

他の予算科目と関連していないように見える予算科目を特

定することができる。同時に因子モデルの適用の妥当性を

表 1 大規模法人の事業実績に関する調定額

法 人 名 業 種 資本金
(1961年度） (1962年度） (1963年度） (1964年度）
法人市民税 法人市民税 法人市民税 法人市民税

八幡 製鉄昧 鉄 綱 榮 124,960,000 283,068 47,693 69,114 354,848 

三 菱 化成 工 業昧 化 巫一子 i: 業 227,222,000 35,627 38, 175 55,639 60,274 

九州電 力 淋 電 力 業 40,500,000 15,174 16,166 16,639 17,138 

住友金属工業（掬 鉄 綱 業 61,785,000 20,654 19,511 18,022 36,780 

八幡 化 学工業味 化 巫ぅ乙 工 業 2,000,000 20,273 3,563 4 4 

旭 硝 子 淋 窯業上石製品製造業 21,600,000 37,239 42,357 61,683 67,960 

昧安 川 電機製作所 電気機械機具製造業 5,250,000 28,726 33,021 22,821 17,644 

II 本炭坑 （掬 鉱 業 1,006,000 4 4 4 4 

菱セ メント昧 窯染 I1i製1,［＼製造業 3,500,000 5,214 9,271 10,083 10,098 

小野田 セメン ト昧 窯業I．わ製心h製造業 20,000,000 1,929 9,606 10,636 5,341 

IIII,fr ：自治省『北九州I|i行財政調紆報告朴』1985年， 242-243貞よ り什成。
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歳

款

I.市 税

II. 地方譲与税

III.軽油引取税交付金

w．固有提供 施設等

所在市町村助成交付金

V.地方交付税

¥'l．分担金及び負担金

VII. 使用料及び手数料

VIII.国庫 支出金

IX.県 支 出 金

X. 財産収人

XI.寄 イ寸 ^ 血

XII.繰 入 金

XIII．諸 収 人

XIV. 市 債

市町村内部の財政資金の地域構造

表2 歳入出の区分

入 歳

項 款

1. 市民税 I.議 会 費

2. 固定資産税 II. 総 務 費

3.軽自動車税

4. 市たばこ消費税

5.電気ガス税

6. 鉱産税

7. 木材引取税

8. 都市計画税

9. 商品切手小切手税

10.旧法による税

1.特別とん譲与税

2. 地方道路譲与税 III. 民 生 費

1. 軽油引取税交付金

1. 固有提供施設等

所在市町村助成交付金

1.地方交付税

1. 負担金

1. 使用料 N. 衛 生 費

2. 手数料

1. 国庫負担金

2. 国庫補助金

3. 委託金

1. 県負担金

2.県補助金

3.委託金 V. 労 慟 費

1.財産運用収入

2. 財産売払収人

1. 寄付金 VI. 農 林 水 産業費

1. 特別会計繰入金

2.基金繰入金

1. 延滞金加算金及び過料

2. 市預金利子

3. 貸付金元利収入 VII. 商 工 費

4. 受託事業収入

5. 収益事業収入

6. 雑入 Wl．士 木 費

1.市債

IX. 建筑行政費

x. iiり 防 費

XI．教 育 費

Xll. 災古復 IH 費

Xlll. ，渚 又I.・ HI ＾ 寸r.

迅'.予 備 費

11 1 所．北九州 i h 『昭和39年·度•般会，汁予算に関する説明書』 1964, 368-401貞より作成。

/ i 1 
項

1. 議会費

1. 総務職員費

2.総務管理費

3. 企画費

4. 徴税費

5. 戸籍住民登録費

6. 選挙費

7. 防災費

8.統叶調杏費

9.人事委員会費

10. 監森委員費

1. 民生職員費

2. 社会福祉費

3. 児童幅祉費

4.生活保護費

5.災害救助費

6. 繰出金（民生費）

1. 衛生職員費

2. 講習衛生費

3.環境衛生費

4. 保健所費

5.清掃費

6. 繰出金（衛生費）

7.病院費

1. 労慟職員費

2. 失業対策費

3. 労慟諸費

1. 農林水産業職員費

2. 農業費

3.林業費

4. 水産業費

5.繰出金（農林水産業費）

1. 商工職員費

2.商工費

3. 繰出金（商工費）

1. 土木職員費

2. 上木管理費

3.道路橋梁費

4. 河川費

5. 港湾費

6.都市計画費

7.繰出金（土木費）

1. 建葉朦員費

2. 建築総務費

3. 住宅建設費

4. 繰出金（建築行政費）

1. 消防費

1. 教育職員費

2. 教育総務費

3. 小学校費

4. 中学校費

5. 高等学校費

6. 特殊学校費

7 幼稚園費

8. 各種学校費

9. 社会教育費

10. 保健体育費

11. 緑出金（教育費）

1. 農林水産施設災害復旧費

2. I：木施設災害復Ill費
3.鉱布復旧費

1 普通財廂取得費

2. 公偵償遠特別会計楳出金

3. 公‘i均企業費

4.基金繰出金

1. 予備費
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細見彩子

評価する。

第ーてに，因子の抽出を行い，それぞれの科目を説明する

因子の数を計算する。因子を計算する方法は数種類あるが，

より資料に適合する度合を計算は，最適なモデルを選択する。

第三に因子をより解釈しやすくするために，抽出された

因子について同転を施す。回転には直行バリマックス回転

を使用した。さらに各科目に対する因子スコアを計算する。

これによ って，各科目に因子がどの程度関与しているのか

を明らかにすることができる。

第四に，地区別に因子毎の因子スコアを算出する。因子

係数行列と各地区の標準化された予算科目の積によって，

地区別の因子スコアが算出される。

3.1.2 科目の相関と妥当性の検証

まず，歳入について検討する。すべての歳入科目の相関

係数を計算 した結果，ほぼ総ての科目で，他の科目のいず

れかと高い相関が見られた。歳入の相関行列は表 3に示

す国）。他の科日と絶対値で0.5以上の相関係数も見られな

かった科日は受託事業収入のみである。他の科目との間に

絶対値0.3以下の相関係数も見られない科目は歳人には存

在しなかった。つまり，歳入の科目間には高い相関が見ら

れるため，因子分析を適用することは妥当である。

次に歳出について検討する。歳出も歳入と同様に，すべ

ての歳出科日の相関係数を計算した結果，ほぼ総ての科目

で，他の科目のいずれかと高い相関が見られた。他の科目

との間に絶対値で0.5以下の相関係数も見られない科目は

歳出には存在しなかった。つまり，歳入では各々の科目は

他の歳人科目のいずれかに高い相関が見られるため，因子

分析を適用することができる。

従って，歳人，歳出ともに各科目間での相関は高く，因

子分析に適している。

3.1.3 因子の抽出

次に因子の抽出を行う。前節で高い相関関係にあること

が証明された変数群を，相関のない変数に変容することが

できる。因子抽出の目的は因子を決定することである。本

稿では主成分分析を使用した。

分析の結果，抽出された因子は歳入，歳出ともに 5因子

にな った。各因子の因子負荷量は，表 4に示している。

まず，歳人について検討する。第 1因子に対する分散は

19.623であり， 寄与率は54.9％である。即ち，歳人の約55

％がこの第 1因子で説明できる。第 2因子に対する分散は

7.026であり，その省与率は19.5％である。 すなわち，歳

人の20％弱をこの第 2 因子で説明できる。各因—-fの寄与率

を高い順に挙げると，第 1 因 —f は， 54.5%，第 2 因子は19.5

％，第 3因子は10.4%，第 4因子は9.5%，第 5因子は6.1

16 

％である。

第 1因子と第 2因子の累積寄与率は74.0％であり，全体

の 7割以上を説明することができる（表 4)。第 3因子ま

で合めると， 84.4％を説明できる。同様に，歳出を検討す

ると第 1因子の分散は31.247であり，寄与率は47.3％であ

った。即ち，歳出でも 5割弱が第 1因子で説明できる。第

2因子の固有値は15.211であり，寄仔率は23.0％であった。

さらに，寄与率をみると第 3因子は12.7%，第 4因子は10.2

％，第 5因子は6.7％である。第 1因子と第 2因子の累積

寄与率は70.4％であり，全体の 7割以上を説明できる。第

3因子まで含めると累積寄与率は83.1％で全体の 8割強を

説明することができる。

歳入のなかで第 1因子の負荷量が高い科H及び因子負荷

量 を挙げると市たばこ消費税の0.9868, 委託金 I10)の

0. 98342, 市民税の0.97679である。それに都市計圃税，電

気ガス税が続く。また，負の値で高い負荷量を示している

のは特別会計繰入金，市預金利子，地方道路譲与税であり，

それぞれ，ー0.97412, -0.97311, -0.92254である。それに，

軽油引取税交付金，基金繰入金，地方交付税，寄付金が続

く。 一方， Iii債，受託事業収人，商品切手小切手税におけ

る第 1因子の負荷量は，それぞれ， 0.1664,0.17179, 0.18360 

とな っており， 0に近くほぼ無関係といってよい。従って，

第 1因子で高い負荷量を示した科目は市町村の住民の所得

水準が上がると歳入が増加する比例関係にある。つまり，

第 1因子は所得水準を示す因子といえる。

第2因子では，市債の0.83786, 県補助金の0.81440, 財

産売払収入の0.79436がも っとも高い負荷量が示しており，

それに国有提供施設等所在市町村助成交付金，寄付金と続

く。地方交付税や，国庫補助金の負前は殆ど 0である。第

3因子は，特別とん譲与税(11)の0.83268, 国庫補助金の

0. 83268,木材引取税の0.55727が高い負荷量を示している。

逆に商品小切手税，国庫負担金，受託事業収人は，それぞ

れ—0.78753, -0.64957, -0.36426と高い負の負荷量を示し

表4 歳入出の因子負荷量

歳 入 分 散 分散説明量 累計比率

第 1因子 19.62310 54.5 54 5 

第 2因 f 7 02621 19.5 74 0 

第 3因子 3 72654 10.4 84 4 

第 4因子 3 41610 9.5 93 9 

第 5因子 2.20806 6.1 100.0 

歳 I廿 分 散 分散説明量 累計比率

第 1因 r・ 31 24740 47 3 47 3 

第 2囚子 15 21184 23 0 70 4 

第 3囚了・ 8.37887 12.7 83.1 

第 4囚了・ 6.72769 10.2 93.3 

第 5因 r 4 43420 6.7 100.0 

出所 ：北九州市『昭和39年度一般会計予算に関する説明書』1964,
368-401頁より作成。
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細見彩 子

ている。第 2因子，第 3因子は解釈が困難なので，回転後

に解釈する。

歳出の科目のなかで最も第 1因子の正の負荷量が高かっ

た科目は，教育職員費の0.96186, 労働諸費の0.94829, 総

務職員費の0.04236である。 一方，負の相関を持っていた

のは，児嶺福祉費のー0.99759, 企画費の—0.99412, 災害救

助費の0.99412である。それに基金繰出金，港湾費，道路

橋梁費が続く。公債償還特別会計繰出金や，士木施設災害

復旧費は 0に近く，ほぼ無関係である。

第 2因子は，議会費の0.87715, 公債償還特別会計繰出

金の0.85270, 監杏委員費の0.80042である。第 3因子は，

清掃費のー0.71445, 各種学校費の0.65932, 河川費の

-0.62617である。 一方，公債償還特別会計繰出金，監杏委

員費，鉱害復1B費はそれぞれ， 0.01470, -0.10649, 0.18430 

となっており相関関係は低く，ほぼ無関係である。

歳出は明白な形での共通性が見られず，解釈が困難なの

で， 回転を行ったうえで解釈を進める。

3.1.4 回転後の解釈

前節で求められた因子負荷量は，因子と歳入歳出の個別

の科目との関係を示している。だが， 一般に因子行列はそ

のままでは因子の解釈が困難であるので，解釈を容易にす

るために回転を加える。従って，本節では初期の行列に回

転を加え，再度考察する。

バリマックス回転後の因子行列は， 表 5に示している国）。

表 5をみると，前節で考察したように歳入の第 1因子は住

表5 回転後因子行列（歳入）
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第 1因子 第2因子 第3因子 第4因子

軽自動車税 0.96325 

県負担金 0.93615 

市たばこ消費税 0 91453 

市民税 0. 91154 

国庫負担金 0.90186 

委託金 0.86072 

都市計画税 0.82474 0.54390 

電気ガス税 0 77408 0.62053 

委託金 0.71566 0.58341 

手数料 0.70967 0 55850 

延滞金加算金及び過料 0.68942 0.63283 

負担金 0.68893 0.55526 

固定資産税 0 67736 0 64803 

商品切r：小切手税 0.61659 -0.59606 

県補助金 0.57590 0.74673 

使用料 0.55671 0.66026 

市預金利子 -0.89278 

基金繰入金 -0.89522 

地方道路譲与税 -0.89522 

軽油引取税交付金 -0.89522 

特別会計繰人金 -0 89825 

地方交付税 -0.95618 

財産運用収入 0 96591 

雑入 0 86837 

貸付金元利収 0.75095 

特別とん譲与税 0 70470 0 68999 

旧法による税 0 68166 

国庫補助金 0 64378 0.60455 

寄付金 -0.92955 

木材引取税 0.99632 

財産売払収入 0.87639 

市債 0 86573 

国打提供施設等所在市町村助成交付金 0.78947 

鉱産税 0 89821 

収益4i業収入 0 85041 

受託Eド業収人

出所： 北九州市 『昭和39什度 般 会叶予算に関する説明内』1964年， 368-401貞より作成。

註． 絶対値が0.5以上の負術を，第 1因 （から大きい順に並べている。

第5因子

-0.94483 



市町村内部の財政資金の地域構造

民の所得水準と比例関係にある科目が高い負荷量を挙げて

いる。また，地方交付税交付金に代表されるような交付金

ゃ，譲与税，繰入金等が高い負の負荷量を示していること

も裏付ける。従って，第 1因子は所得水準を説明している。

第2因子を見ると，財産運用収入，貸付金利子収入とい

った資産からの収入と手数料や，使用料収入と固定資産税

及び都市計画税の土地への資産課税の収入の三種類に分け

られる。つまり，第 2因子で高い負荷量を持つ科目は経済

水準と比例関係にある。従って，第 2因子は市の経済力を

示していると解釈できる。

第 1因子と第 2因子の歳入科目における負荷量の関係は

図2に表した。

第3因子をみると0.5以上の負荷を持つ科目は木材引取

税，財産売払収入，市債， 国有提供施設等所在市町村助成

交付金，県補助金，特別とん譲与税の 6科目である。絶対

値で0.5以上の高い負の負荷量をもつ科日はない。予算額

がごくわずかである木材引取税を除くと，市債及び県もし

くは国からの収入である。国有提供施設等所在市町村助成

交付金及び特別とん譲与税は両者とも，国の政策目的に添

った結果，固定汽産税等の税収が減少するため，その減免

を補う収人であるといえる。これは歳入不足を補う収入で

あることから，第 3因子は歳入不足の補完を説明する因子

であると解釈できる。

第 4因子も絶対値が0.5以上の負荷を示している科目は

総て正の値を示している。高い負荷を示しているのは収益

事業収入と鉱産税の二科Uのみである。金額的に見ると僅

かな額である。これらは，収益事業収人は項の下位区分で

ある目では競輪事業収人や競艇事業収入， 宝くじ収入に分

けられる。これらは地区によ っては全く収入が上げられて

おらず，地区の設備，経済状況に依存した収入である。従

って，第 4因子は各地区の特殊な施設に依存した収入を説

明する。

第 5因子は高い負荷贔を示すものが少なく，因子の解釈

が困難であり，因（を説明することは111来ない。

歳人は各因 fを上記のように解釈できた。次に歳出を検

討する。

まず，第 1因fを見ると総務職員費を筆頭に教育職は費，

中学校費，労慟諸費，社会福祉費，梢防費と続く 。 •方，

負の値では道路橋党費が般も高く， 某金躁1±1金，企圃費と

続く 。第 1因（で裔い負術贔をぷした科IIは， iiiを某礎的

白治体と位置付けた時に最も基本的な仕民サービスとそれ

に関る人件費である職日費である。イl：民サービスヘの拡充

を枡進するとこれらの科l」の増加がする。従って，第 1因

子は什民サービスヘの充実を説明している。

次に第 2因（を見ると，都Ih計両費を箪頭に保健休育費，

,',‘:jぐ杯学校費，各種学校費が続く 。-.)j, i'.tの値をぷしてい

るの出林業費，農業費，農林水産業職員費 と続く 。高い

値を示している都市計画費は，都市生活に必要な交通・区

画・住宅・衛生・保安・経済・行政などに関し，住民の福

利を増進し公共の安寧を維持するための計両に必要な経費

であり，都市的経費といえる。また，北九州市は政令指定

都市であることから市立高等学校を所有しており，高等学

校費，各種学校費は北九州市が政令指定都市であることの

支出に よるものである。一方，負の値を示している林業費，

農業費，農林水産業職員費は，いずれも第一次産業に関連

した経費である。これらのことから第 2因子は都市機能ヘ

の拡充を説明している。

第 3因子をみると監杏委員費を筆頭に公債償還特別会計

繰出金，議会費と続く。住民サービスヘの間接的経費の科

目に高い負荷量が示されている。従って，第 3因子は市行

財政の運営上の支出を説明している。

最後に第 4因子を考察する。失業対策費を箪頭に清掃費，

公債償還特別会計繰出金，労働職員費と続く 。但し，公債

償還特別会計繰出金は第 3因子，労働職員費は第 1因子，

議会費は第 3因子により高い負荷がかかっている。他の因

子への正の高い負荷を示していない科目は河川費，水産業

費と続く。第 4因子は経済上及び生活上の環境改善を示し

ている。

第 5因子は高い負荷量を示すものが少なく，因子の解釈

が困難であり，因千を説明することは出来ない。

3.2 歳入及び歳出の地域的差異

本節では，各地域の地域的特性を背景に歳入及び歳出の

構造を捉え，本稿の目的である市域内の財政の空間構造に

ついて考察する。具体的には，まず各地区の因子スコアを

算出し，各地区を概観する。さらに各地区の予算毎の因子

スコアの詳細を検討し，地域的背景との関連を分析する。

歳入及び歳出は，ともに 5つの因子で説期されることは

前述した通りである。歳入の第 1因子は予算のの54.5％を

説明し，非常に麻く，歳入の 7 割以上が最初の 2 つの因• (•

に起因している 。 残りの 3 つの因—fは 2 割弱を説明してい

るにすぎない。また，歳111も第 1因＋によ って47.3％を説

明し，第 1 因（から第 2 因 • （ま でで 7 割強の説明が出来る。

前節で明らかにな った各因 r・の負荷を地Ix-．ごとに算111し

た。その算定式は以下のものである。

恥 ＝ ~ ZiJS11 

F1J• : i地区における第nl月子ス コア

Zif : i地区における 予窮科山の標準得点

SiJ : i地似における予鈴科切の因 f係数

6つに似分された歳人，歳111について予算科U毎に標準

化された値 Z[]を狩111する。その標準化された値と対応す

19 
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図2 第 1因子と第 2因子の関係（歳入）

出所： 北九州市『昭和39年度一般会計予算に関する説明書』1964年，368-401頁より作成
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る因子係数の積が各地区における予算科目の因子スコアと

なる。さらにその各地区の予算科目の因子スコアの和がそ

の地区の因子スコアである。算出された各地区の歳入の因

子スコアは表 6に，歳出の因子スコアは表 7に示す。

表6 歳入の因子スコア

第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 第 5因子

本 庁 -1 8274 -0.5420 -0.5268 -0.4778 0.1672 

門 司 0.2672 0.4176 1.9677 0.1718 0.1400 

小 倉 1 1006 -1.1282 -0.0406 -0.7777 1.0373 

若 松 0.1906 -0.2688 -0.5199 1.9414 0.1372 

八 幡 0.4994 -0.2466 -0.1311 -0.4121 -1. 9156 

戸 畑 0.3039 1.7680 -0.7495 -0.4457 0.4338 

出所：北九州市『昭和39年度一般会計予算に関する説明書』

1964年， 368-401貢より作成。

表7 歳出の因子スコア

第 1因子 第 2因子 第 3因子 第 4因子 第 5因子

本 庁 -2.0078 0.2791 0. 2188 -0.0028 -0.0973 

門 司 0.5040 -0.1227 0.1836 0.7979 -1. 7965 

Ij‘ 倉 0.3926 -0. 5611 0.4075 -1 8709 -0.1770 

若 松 0.2755 -1 1993 0.7549 0.9223 1 1099 

八 幡 0.1577 -0.1643 -1. 9986 0.0602 0.3419 

戸 畑 0.6780 1 7683 0.4338 0.0933 0.6191 

出所：北九州市『昭和39年度一般会計予算に関する説明書』

1964年， 368-401貢より作成。

3.2.1 歳入

まず，歳入を見ると，第 1因子が最も高い値を示してい

るのは小倉区であり，それに八幡区，戸畑区，若松区と続

き，門司区および本庁では負の値を示している。第 1因子

は市税に代表されるように所得水準を説明していた。区別

財源制度下では，合併に当たっての経過措置とし市税等の

自主財源の見込み額は各区の財源とされ， 1B五市に配分さ

れた。本庁には自主財源に該当する収入を配分する取り決

本庁

門司

小倉

若松

八幡

戸畑

-2 -1. 5 -1 -0. 5 0 0. 5 1 1. 5 

□第1因子 区 第2因子圏第3因子巨第4因子 □第5因子

図4 地区別因子スコア（歳入）

出所：北九州市『昭和39年度一般会計予算に関する説明書』

1964年， 368-401頁より作成

めはなされておらず，このような低い値を示している。若

松区，門司区の前身である旧若松市及び旧門司市の財政状

況は芳しくなかった。従って，これらの地区で第 1因子の

因子スコアが低いことは区別財源制度下では相互の財源流

用は行われず，合併以前の格差が続いていたことを示している。

第2因子は経済力を説明していた。門司区と戸畑区が正

の値を示しているが， とりわけ，戸畑区の値が大きい。各

予算科目に対する標準得点と因子係数の積 ZijSijを詳細に

検討すると， 0.8以上の大きな値を示した科目は，戸畑区

は，特別とん譲与税，寄付金，雑入であった。門司区も特

別とん譲与税があり，その外に木材引取税，手数料が高い。

二区に共通した特別とん譲与税は，外国貿易船の開港所在

市町村への交付される国の譲与税である。二区に貿易が集

中しており，スコアを高くした一因である (13)0 

第3因子は歳入不足を補う収入と県・国からの収入の二

種類の収入を説明していた。高い得点を示している地区は

門司区である。門司区において，前者で0.1以上の因子ス

コアを示したのは財産売払収入，市債である。また，後者

に当たるのは国有提供施設等所在市町村助成交付金，特別

とん譲与税である。既に述べたように後者の二科目は国の

政策推進のための当該市町村での税の減収を補うものであ

る。門司区は，国の政策が強く働き，税収の減少が強いら

れたが，上記の二科目による補填がなされていたのである。

3.2.2 歳出

次に歳出を考察する。第 1因子での特徴は，本庁以外で

は正の値を示し，本庁は，大きく負の値を示していること

である。第 1因子は住民サービスを提供するための支出を

説明していた。この因子得点が正の値を示すほど，住民サー

ビスヘの支出が大きいと考えられる。従って，本庁の支出

は住民サービスに直接関りある支出は少なく，第 2因子，

本庁

門司

小倉

若松

八幡

戸畑

-2. 5 -2 -1. 5 -1 -0. 5 0 0. 5 1 1. 5 

□第1因子巨第2因子庭i第3因子 Ei第4因子 □第5因子

図5 地区別因子スコア（歳出）

出所：北九州市『昭和39年度一般会計予算に関する説明書』

1964年， 368-401頁より作成
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細見彩 子

第 3因子にみられるような都市機能への支出および行財政

の運蛍上の支出が大きい。一方，戸畑区を筆頭に門司区，

小倉区等のII::I五市での歳出は総て正の値を示 し，住民サー

ビスヘの要望が大きかったと解釈できる。既に述べたよう

に，北九州市発足以前に旧五市での財政黒字団体は11::1戸畑

市を除いてはなかった。旧戸畑市は合併以前から行政水準

が高いことが指摘されており，その指摘を裏付ける結果と

なった。他方，八幡区は旧五市の中でも っとも因子スコア

が低い結果とな った。門司区の各予算科目に対する標準得

点と因子係数の積 ZijSijを詳細に検討すると，社会福祉費，

生活保護費などでは高いスコアを持っているが因子係数と

標準得点の積の合計は低く，住民サービスは他の区と比較

すると 高水準であ ったとはいえない。

次に第 2因子をみると，本庁及び戸畑区のみが正の値を

ホ し，他の地区では負の値を示 している。第 2因子は都市

機能への支出を説明していた。本庁の歳出は，区別財源制

度に某づいて政令指定都市とな った際に生じる経費の支出

を義務づけられており，これが第 2因 fの得点を高めてい

る。戸畑区は面積が狭 く，人口密度も高 く， Ill五市の中で

もっとも都市化が進んでいた区であ った。旧五市の中では

都市化への支111にも っとも積極的であ った。 •方， 最も負

の値が高い似は若松区であ った。戸畑区とは逆に旧五市の

中でも っとも人口密度が低く，都市化が進んでいなかった。

1964年当時の各地区の市街化区域をみると， 戸畑lをは区面

積の75％を古めも っとも 高 く， 若松区は10％以下であり，

都市化の度合いは区によ って非常に異なっていた。従って，

都市化が進んでいる区へは積極的な支出があり，都市化が

進んでいない区へは支出は消極的であったといえる。

第 3因子は，その地区の行財政運営上の経費，いわば「間

接費」 を説明 していた。第 3因子を見ると八幡区が大きな

負の値を示しており，その他は総て正の値を示している。

最 も高いのは， 若松区であり， 戸畑杯．，小倉Iメと続 く。第

3因チの経費は，区人口規模や行財政規模とほぼ関りなく

必要な監在費や義会費などの支出である。区人口の少ない

順にほぼ第3因子の値が大きくな った。従って， 第3因子

の支出は区人口規模が多ければ，その区の一人当たり第 3

因子への支出は減少することを示している。

4 終わりに

本稿の H的は，従来，経済地理学では研究されてこなか

った1|il町村内部での財政資金の地域構造を考察することで

あった。そのために1964:年度の北九州 I|iを事例地域として

収り 1：げ，「区別財源制度」を中心に考察した。区別財源

制度は市町村合併による急激な行財政の変化を避けるため

に取られた制度であ ったが，市の財政柑金の地域構造を考
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察することが可能にな った。

区別財源制度下では，歳入歳出はともに本庁及び五区に

区分されていた。各区及び本庁の一人当たり歳入歳出から

主成分分析によ って因子を抽出した。その結果，財政資金

は歳入，歳出ともに 5因fで説町出来ることが明らかにな

った。歳入の第 1因子は所得水準，第 2因子は経済力，第

3因子は歳入不足の補完を説明しており，この 3因子で全

体の 8割を説明できた。歳出の第 1因子は住民サービス及

びその経費，第 2因子は都市機能への支Ill,第 3因子は行

財政運営上の経費であり，上記の3因子で全体の 8割強を

説明できた。

上記の歳入及び歳出の 3因子を中心に，各区及び本庁の

因子スコアを算出した。本庁以外は行政区域による分類で

あったのに対して，本庁は異なった分類であ った。このこ

とか ら，本庁の因子ス コアは他と大きな差異があるだろ う

ことは分析以前に予想されたが，伺— •lti域内であるはずの

各区ごとのスコアも大きく異な っていた。特に， 戸畑区，

小倉Iふ八幡Iメ．．では高水準の行政サービス及び都市機能ヘ

の支111を， 八幅区，門司区では財政逼迫を明瞭にすること

が出来，市域内の財政構造の差異を叫 らかにした。

さらに新巾町村建設計画の問題として福武 (1958)が指

摘した商工業の中心地域であ った旧市街地への重点的な公

共投資に加えて(I,¥)北九州市では住民サービスヘに関る支出

も明 らかな差異があり ，地域格差が存在した。

1|i町村内部における税収や，財政資金の投下は一様では

なく 多様であり， 今後 も考察を深める必要がある。

注

(1)たとえば，伊束払文 「財政資金の地域構澁」 T・妓立也ほか編

『所得 ・ 賃金の地域構造』人 l•リ l 党 ， 1988 , pp.197-219は，財

政資金投ドが不均等な配分であることを指摘している。

(2)高橋伸夫ほか「茨城県における地方財政の空間構澁」『地理

学評論』 1994, 67 A-5, pp. 289-310は，都市対農村の対称

に加えて， 大都市圏内外の対称を茨城県を事例に指摘した。

(3)北九州市市政発足後は 4万円に統された。

(4) 北九州市発足後は50円に統 された。

(5)市町村民税とは市町村内に仕所 ・巾務所 ・事業所 ・家屋敷 ・

寮等を介する個人・法人などに市町村が課する地方税の 一つ

である。住所を布する個人には均等割と）所得割との合算額を，

,4渭務所または事業所を有する法人に均等割と法人税割との合

筍額を課し，その他は均等割額のみを課する。

( 6 ) 固定賓産 ， すなわち l• 地・ 家屋 ・ 償却資廂に対し ， その賓雅

所在の市町村などが，その所布者その他に課する地）j税であ

る。賓産の価値に沿11して課税される。従来の地Hl・家）ボ．税

に代るものとして1950りに 削設された。

(7)小介巾かhx，心j水準てあった。

(8)性'fi別分類は経費の経済的性買にJ凸づいて分類するものであ

るが，この分類は11的別分類と異なって議会の議決を必＇反と

しなし 。ヽ



市町村内部の財政資金の地域構造

(9)紙幅の関係上，相関行列は歳入のみを挙げる。

(10)国が行うべき事務であるが，効率性や利便性の理由から地方

公共団体に委託して行わせ，経費の総てを国が交付する。

(11)外国貿易線の開港への入港に対 し課される特別とん税収入額

の全額が， 当該開港所在市町村に対してそのまま譲与される。

これが特別とん譲与税である。使途に制限はない。

(12)紙幅の関係上，歳入のみを挙げる。

(13)但し， 二区の輸出入の内訳は異なっている。門司区内の港湾

ではセメント輸出，若松区内の港湾では，鉱物類の輸入が重

恢貨物であ った。

(14)福武伯『合併町村の賞態』東京大学出版会， 1958,p.467 
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